
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４章 都市づくりの進め方 

第１節 多様な主体との連携による都市づくりの推進 

第２節 計画の進行管理と見直し 
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本マスタープランに基づき都市づくりを進めるには、各町内会をはじめ民間事業者・大学等の研究機

関・金融機関・NPO法人など多様な主体の参画が必要です。それぞれの役割と特長を活かしながら、「協

働」のもとでより一層都市の魅力を高めていきます。 

 

 

 

○ 道路・交通、公園、供給処理施設等の分野別の計画づくりや具体的な取組の実施については、本

マスタープランの基本方針に沿って進めます。 

○ 広域的な都市計画に影響を与える市町村間の調整事項については、本マスタープランに沿った考

え方に基づき連携・調整を図ります。 

 

 

○ 将来都市像の実現に向けた都市計画や各種規制の決定・変更にあたっては、事業の必要性や緊急

性などを判断しながら、適時・適切に実施します。 

○ 都市計画は、土地や建物に関わる私権の制限に直接つながることから、その決定又は変更に際し

ては、市民へのわかりやすさとともに手続きの透明性の確保に十分配慮します。 

 

 

○ まちづくりを担う組織づくりを進めるため、市では、「まちづくりセミナー」や「出前講座」、専

門家・アドバイザーの派遣など、必要な情報やノウハウの提供を行います。 

○ 都市施設の整備、維持管理にあたっては、PPP/PFI 事業など、民間事業者のノウハウを活かすこ

とを基本とします。さらに、国の制度等を活用し、都市再生整備推進法人などが主体的に取り組む

まちづくり活動に対し、その支援策を検討します。 

 

 

○ 都市計画基礎調査をはじめ、まちづくりに関する各種公表データについては、可能な限りオープ

ンデータ化を進めます。 

○ 土地利用規制や都市計画情報については、市ホームページ等を活用しながら、わかりやすく利用

しやすい環境づくりと情報の見える化に努めます。 

 

 

○ 市では、都市計画の決定又は変更を地域自らが提案できる「都市計画提案制度」の活用に向けた

取組を支援します。 

○ 地区計画や景観形成地区の指定など、住民が自主的なまちづくりを進めるため、地区の将来を話

し合い、具体的なルールづくりや合意形成を図る取組を支援します。 

  

４ まちづくりに関する情報提供と見える化 

５ 住民による自主的なまちのルールづくり 

３ 都市づくりの推進体制の充実 

１ 本マスタープランに沿ったまちづくり 

２ 適時・適切な都市計画の決定・変更 

第1節 多様な主体との連携による都市づくりの推進 
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図 4-1-1 ≪都市計画提案制度の流れ≫ 

まずは長岡市都市政策課に相談！！ 
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都市・まちは成熟期を迎えました。これからは住民が主体となり、ニーズに合った「まち」を時間を

かけて「育てる」時代です。よって、本マスタープランに掲げた方針・取組についても、事業期間が長

期にわたるものや民間活力を誘導することで、少しずつ進むものが数多くあり、短期間で成果をあげる

ことは難しい面があります。 

計画期間中の社会情勢やまちの変化を適切に把握しながら、中長期的な視点に立ち、本マスタープラ

ンの着実な実現を目指します。 

 

 

○ 本市では、新潟県と協力しながら概ね 5年ごとに「都市計画基礎調査」を実施しています。今後

もこの調査を継続し、個別分野の計画の進捗も組み合わせながらまちの状況把握に努めます。 

○ 「長岡市立地適正化計画」では、居住誘導区域、都市機能誘導区域以外の開発や立地動向を把握

することを目的とした届出制度があります。今後も届出時の確認・相談や人口密度、都市機能の立

地状況の調査を通じ、特に市街化区域内の状況についてきめ細かな把握に努めます。 

 

 

○ 上位計画との整合や社会情勢の変化に対応するため、必要に応じて計画の中間見直しを行い、概

ね 10年後に計画全体の見直しを行います。 

○ 見直しにあたっては、専門的な知識や客観的な観点から提案を受ける場として、学識経験者や関

係団体からなる外部委員会の設置を検討します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ まちの状況の把握 

２ PDCAサイクルによる計画の見直し 

【Plan（計画）】 

・都市計画マスタープランの全面改定 

・上位計画や社会情勢の変化に応じた本プラ
ンの中間見直し 

 

 

【Do（実施）】 

・市民・事業者が主体となった地域づくり 

の実践 

・都市計画の決定・変更（案）作成 

・都市計画の施策や各種事業の実施 

 

【Action（評価）】 

・本プランに沿った都市計画の決定・変更審
議 

・本プランに沿ったまちづくりの取組状況の
把握 

 

 

【Check（点検・アドバイス）】 

・都市計画基礎調査の実施 

・立地適正化計画ほか関連計画の進捗状況
の把握 

 

 

 

 

都市計画マスタープラン 
策定委員会 市民・事業者・行政機関 

行政機関 
都市計画審議会 など 

策定委員会 部会など 

図 4-2-1 ≪進行管理の流れ（PDCAサイクル）≫ 

第２節 計画の進行管理と見直し 
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≪「都市計画基礎調査」の概要≫ 

 

 

≪長岡市立地適正化計画の目標値（抜粋）≫ 

１）居住誘導に係る目標値 

2020年度及び 2025年度の時点に、次のとおり、行政区域人口に対するまちなか居住区域の人口割合

とまちなか居住区域の人口密度の確保を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）都市機能誘導に係る目標値 

2020年度及び 2025年度の時点に、現在立地している機能を維持しつつ、新たに 3機能の誘導を目指

します。 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 分 類 調 査 内 容 調査に基づき把握できるもの 

都市の活

力を把握

するもの 

人口 

・ 

住宅 

人口総数及び増減数 ・人口の増減・推移の把握 

人口の流出・流入状況 ・都市の流動人口の把握 

地区別人口・世帯 ・各地域の定住状況の把握 

年齢別・性別人口 ・超高齢社会の進行状況の把握 

産業 

産業分類別就業者数 ・産業構造の把握 

事業所・従業者・売上金額等 ・都市の産業活動状況の把握 

大規模小売店舗の状況 ・主要な商業集積及び分布の把握 

買物利用動向 ・買物場所や利便性の把握 

都市機能

の集積を

把握する

もの 

土地 

利用 

市街地の人口と面積 ・市街地の広がり、人口密度の把握 

土地利用現況 ・都市機能の集積、市街地の状況の把握 

宅地開発状況 ・市街地整備、市街地化の動向の把握 

農地転用状況 ・農地の転用状況の把握 

法適用状況 ・土地利用の規制状況の把握 

建物 建物の用途現況 ・都市機能の集積、建物の用途現況の把握 

都市基盤
の整備状
況を把握
するもの 

生活基盤
等の整備 

公共公益施設等分布状況 ・市民生活を支える施設の立地状況の把握 

都市施設整備状況 
・道路、公園、下水道など基盤となる施設の
整備状況の把握 

表 4-2-1 ≪「都市計画基礎調査」の概要≫ 

表 4-2-2 ≪居住誘導に係る目標値≫ 

表 4-2-3 ≪都市機能誘導に係る目標値≫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料編 

１ 検討体制 

２ 長岡市都市計画マスタープラン策定委員会設置条例 

３ 長岡市都市計画マスタープラン策定委員会委員名簿 

４ 策定経過 

５ 用語解説 

 



 



 

■資-1■ 

 

１ 検討体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(照 会) 

(提 案) 

都市計画審議会 

（地域代表含む） 
市長 市議会 

都市計画マスター 

プラン策定委員会 

（答 申） （協 議） 

（意見照会） 

（答 申） （諮 問） 

地域委員会 

事務局：都市計画課 

庁内検討 

プロジェクトチーム 

庁内検討会議 

（33 課） 

（案の提示） （意 見） 
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２ 長岡市都市計画マスタープラン策定委員会設置条例 

 

平成 31年３月 29日 

条例第６号 

（趣旨） 

第１条 本市に、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 18条の２第１項に規定する基本方針（以下

「都市計画マスタープラン」という。）の策定に関し、課題の研究及び検討を行い、素案を作成するため、

市長の附属機関として長岡市都市計画マスタープラン策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 委員会は、学識経験者等のうちから市長が委嘱する 15人以内の委員で組織する。 

（任期） 

第３条 委員の任期は、委嘱の日から本市が都市計画マスタープランを公表した日までとする。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長１人を置く。 

２ 委員長は、委員の中から市長が指名する。 

３ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

４ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 会議に出席することができない委員のうち、関係行政機関の職員である委員については、当該行政

機関における当該委員の職務を代理し、又は補佐する者を当該委員の代理として出席させることがで

きる。 

６ 委員長は、会議の議事の審議検討に関し、特に意見を聴く必要があると認めるときは、委員以外の

者に対し、会議に出席を求め、意見を聴くことができる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成 31年４月１日から施行する。 

２ この条例は、本市が都市計画マスタープランを公表した日限り、その効力を失う。 

（最初の会議の特例） 

３ この条例の施行後最初の会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 
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３ 長岡市都市計画マスタープラン策定委員会委員名簿 

 

（敬称略、順不同） 

氏  名 所属団体等 備  考 

◎中出 文平 長岡技術科学大学 副学長  

佐野 可寸志 長岡技術科学大学 教授  

福本 塁 長岡造形大学 助教  

鯉江 康正 長岡大学 副学長  

西脇 美智子 

（並木 純子） 
長岡商工会議所女性会 会長 

2020.4.1～ 

（2019.5.24～2020.3.31） 

高橋 亨 長岡 IT事業協同組合 理事長  

鈴木 金次 
越後ながおか農業協同組合  

経営管理委員会会長 
 

○鈴木 重壱 長岡市緑地協会 理事長  

太刀川 裕子 新潟県宅地建物取引業協会長岡支部会員  

三上 規子 寺泊観光協会  

今井 進太郎 ながおか・若者・しごと機構 元理事  

栁 典子 
南魚沼地域振興局健康福祉環境部  

前 環境センター長 
 

 

 

≪オブザーバー≫ 

氏  名 所属団体等 備  考 

大花 博重 

（高橋 忠栄） 
新潟県土木部都市局 都市政策課長 

2020.4.1～ 

（2019.5.24～2020.3.31） 

 

  ※ ◎は委員長、〇は職務代理者 

※ 団体名、役職名は委嘱時点のもの 

※（  ）内は途中退任者 
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４ 策定経過 

（１）策定委員会の開催 

開催日等 検討内容 

第１回 

（R1.5.24） 

（１）都市計画マスタープランの概要 

（２）現行計画の評価 

（３）長岡市の現状と課題 

（４）今後のまちづくりの方向性 

第２回 

（R1.8.29） 

（１）将来都市構造について 

（２）これからの土地利用方針について 

・住居系土地利用 ・商業・業務系土地利用  

・工業・流通系土地利用  ・農地 

第３回 

（R1.11.25） 

（１）分野別基本方針について 

     ・道路・交通体系の方針 

     ・公園・みどりの方針 

     ・住生活の方針 

     ・河川及び供給処理施設等の整備方針 

（２）テーマ別基本方針について 

     ・テーマ別基本方針の項目整理 

第４回 

（R2.1.30） 

（１）分野別基本方針について 

     ・第３回策定委員会における意見・提案への対応 

（２）テーマ別基本方針について 

     ・（視点３）既存ストックを活かした多様な連携の促進 

     ・（視点４）災害に強い都市づくりの推進 

第５回 

（R2.2.21） 

（１）テーマ別基本方針について 

  ① 第４回策定委員会における意見・提案への対応 

  ②（視点１）都市機能集積を活かした、イノベーションまちづくりの推進 

  ③（視点２）人口・世帯数減少を見据えた市街地・農村集落のマネジメントの推進 

第６回※ 

（ R2.6.22 、

7.31） 

第１章「序章」 

第２章「全体構想」の一部   

【※新型コロナウィルス感染抑制のため書面開催】 

第７回 

（R2.8.7） 

（１）全体構想について（第１章～第２章） 

（２）地域別構想検討のための各地域の現状とまちづくりの方向性について（第３章） 

第８回 

（R2.10.15） 

（１）都市計画マスタープラン（素案）について（地域別構想を除く） 

（２）地域別構想の構成と進捗状況について 

第９回 

（R2.11.17） 
（１）都市計画マスタープラン（素案）について（地域別構想） 

第 10 回 

（R3.2.22） 
（１）都市計画マスタープランについて（答申案） 

 

（２）市議会との協議 

開催日等 検討内容 

議員協議会 

（R2.12.4） 
（１）都市計画マスタープラン（骨子案）について 
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５ 用語解説 

 

 

IoT Internet of Thingsの略で、「モノのインターネット」と呼ばれる。自

動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネットにつなが

り、情報のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化

等が進展し、新たな付加価値を生み出す。 

ICT Information and Communication Technologyの略で、情報や通信に関す

る技術の総称のこと。 

空き家バンク 空き家等の賃貸又は売却を希望する所有者から情報提供を受け、空き家

バンクに登録した物件を、ホームページ、パンフレット等を通して利用希

望登録者に紹介する制度。長岡市でも空き家の有効活用を促進するため、

2010年 3月から「長岡市空き家バンク制度」を実施している。 

アセットマネジメント 将来にわたって水道事業の経営を安定的に継続するための長期的視野に

立った計画的な資産管理のこと。 

イノベーション 技術革新のこと。長岡市では、変化の波を的確にとらえ、従前にとらわれ

ず市民生活の向上と産業の活性化を実現する「長岡版イノベーション」を

推進している。 

インフラ 道路・公園・上下水道・河川などの公共施設。 

インフラツーリズム ダム、橋、港、歴史的な施設等、インフラ施設を観光すること。 

AI Artificial Intelligenceの略で、人工知能のこと。 

SDGs（持続可能な開発目

標） 

2015年 9月の国連サミットで採択され、「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」にて記載された 2030年までに持続可能でよりよい世界を目

指す国際目標。17のゴール（目標）・169のターゲットから構成される。 

 

 

開発許可制度 民間の宅地開発を都市計画（市街化区域及び市街化調整区域の区域区分）

に沿うように誘導することで、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な

市街化の防止を図ることを目的とした制度。 

買物弱者 自動車の運転ができず、徒歩や公共交通での買い物が困難な高齢者。例え

ば、農林水産省では、過去の研究事例等から、店舗（生鮮食料品小売業、

百貨店、総合スーパー、食料品スーパー及びコンビニエンスストア）まで

直線距離が 550m以上で、かつ 65歳以上で自動車を利用できない人を「買

物弱者」として定義。 

環境基本計画 良好な環境を保全・創造し、将来世代に引き継ぐための環境行政の基本的

な考え方を示すもの。 

あ行 

か行 
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強靭化 強くてしなやかという意味。強靱な国土、経済社会システムとは、私たち

の国土や経済、暮らしが、災害や事故などにより致命的な被害を負わない

強さと、速やかに回復するしなやかさをもつこと。 

緊急輸送道路 災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊

急車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及

びこれらを連絡する幹線的な道路。 

グリーンインフラ 社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有

する多様な機能（生物の生息の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑

制等）を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進めるも

の。 

グリーン・ツーリズム 農山漁村に滞在し農漁業体験を楽しみ、地域の人々との交流を図る余暇

活動のこと。 

広域公園 主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエ－ション需要を充足

することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごと

に 1箇所当たり面積 50ha以上を標準として配置する。 

広域都市計画マスタープ

ラン 

都市計画法第 6 条の 2 の規定に基づき、県が広域的見地から、区域区分

をはじめ、広域的で根幹となる都市計画の基本方針を定めるもの。新潟県

では、県内を 7つの圏域に分けた広域圏が対象の「圏域計画」と、広域圏

に含まれる各都市計画区域が対象の「都市計画区域マスタープラン」で構

成される。 

公営住宅 公営住宅とは、公営住宅法に基づき、国の補助等により、地方公共団体が

建設し、低所得者向けに割安な賃料設定で提供される賃貸住宅のこと。 

郊外居住区域 長岡市立地適正化計画で定める、公共交通だけでなく、自家用車も使用し

ながら、郊外のゆとりある良好な居住環境を維持していく区域のこと 。

都市再生特別措置法の位置付けはない。 

耕作放棄地 5年に一度調査が行われる「農林業センサス」で定義されている用語で、

「以前耕作していた土地で、過去 1年以上作物を作付け（栽培）せず、こ

の数年の間に再び作付け（栽培）する意思のない土地」のこと。 

洪水浸水想定区域 河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域。 

豪雪地帯・特別豪雪地帯 積雪が特に甚だしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準

の向上が阻害されている地域について、国土交通大臣、総務大臣及び農林

水産大臣が政令で定める基準等に基づき指定する区域。 

交流人口 その地域に訪れる人々のこと。その地域を訪れる目的としては、通勤・通

学、買い物、文化鑑賞・創造、学習、習い事、スポーツ、観光、レジャー、

など、特に内容を問わないのが一般的である。 

克雪住宅 落雪・融雪屋根などの機能を備えた雪下ろしの負担が少ない住宅。 
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国土利用計画 総合的、長期的な観点に立って、公共の福祉の優先、自然環境の保全が図

られた国土の有効利用を図ることを目的として、国土の利用に関する基

本構想、国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別

の概要、目標を達成するために必要な措置の概要を定める計画。全国の区

域について定める計画（全国計画）、都道府県の区域について定める計画

（都道府県計画）、市町村の区域について定める計画（市町村計画）があ

る。 

国立社会保障・人口問題研

究所 

厚生労働省に所属する国立の研究機関であり、人口や世帯の動向を捉え

るとともに、内外の社会保障政策や制度についての研究を行っている。 

コミュニティバス 交通空白地域・不便地域の解消等を図るため、市町村等が主体的に計画

し、一般乗合旅客自動車運送事業者に委託して運送を行う乗合バス、また

は、市町村自らが自家用有償旅客運送者の登録を受けて行う市町村運営

有償運送により運行するもの。 

 

 

再開発事業 都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区

等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、

公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るもの。 

サテライトオフィス 企業または団体の本拠から離れた所に設置されたオフィスのこと。 

市街化区域 都市計画法第 7条で定められた「区域区分」のうち、既に市街地を形成し

ている区域、概ね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。 

市街化調整区域 都市計画法第 7条で定められた「区域区分」のうち、無秩序な市街化の拡

大を抑制し、農林漁業に必要な用地の確保、都市に必要な自然環境を保全

する区域。 

信濃川水系緊急治水対策

プロジェクト 

令和元年台風第 19号において甚大な被害が発生したことから、信濃川水

系における今後の治水対策を関係機関が連携して取り組むプロジェク

ト。概ね 5年間で「再度災害防止・軽減」、「逃げ遅れゼロ」、「社会経

済被害の最小化」を目指し、取組みを実施する。 

商圏 商業施設に来店する消費者を呼び込む、地理的な居住範囲。商圏は、その

地域に住む人々の生活行動に加え、店舗の業態や売り場面積、駐車場規

模、さらには店舗周辺の道路事情や競合店の状況などにより形成される。 

人口集中地区（DID地区） 1km2あたり 4,000 人以上（40 人／ha）の基本単位区が連続しており（密

度基準）、かつ隣接する基本単位区との合計人数が 5,000人以上（規模基

準）である地区。 

さ行 
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スポンジ化 都市のスポンジ化。都市の内部において、空き地、空き家等の低未利用の

空間が、小さな敷地単位で、時間的・空間的にランダムに、相当程度の分

量で発生する現象。 

スマートインターチェン

ジ 

国土交通大臣から高速道路への連結を許可された、ETC 機器搭載車両のみ

が利用可能なインターチェンジのこと。 

スマートウェルネスシテ

ィ 

自律的に「歩く」を基本とする「健幸」なまち。健康づくりの無関心層を

含む住民の行動変容を促し、高齢化・人口減少が進行しても持続可能な先

進予防型社会を創り、地域活力の沈下を防ぎ、もって、地域活性化に貢献

することが期待されている。 

スマートシティ 都市の抱える課題に対して ICT 等の新しい技術を活用しながら、計画、

整備、管理・運営等の最適化を図ろうとするまちづくり。 

生活圏 地域に暮らす人々が生活機能を共有し、生活の土台としている圏域。共通

のアイデンティティーを有し、地域の資源や特色を活かした将来の姿を

共有すべき圏域。 

生活道路 主として、地域住民が日常生活に利用する道路で、車よりも自転車や歩行

者の通行が多い道路のこと。 

総合計画 市政運営における総合的な指針となる計画。現在の長岡市総合計画は、

2016年度から 2025年度までの 10年間を計画期間とする。 

総合公園 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供するこ

とを目的とする公園で都市規模に応じ 1箇所当たり面積 10～50haを標準

として配置する。 

Society 5.0 サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合さ

せたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心

の社会（Society）のことで、狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 

2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新

たな社会を指すもの。 

 

 

多面的機能支払交付金 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同活動

に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するための交付金。

農地維持支払交付金と資源向上支払交付金から構成される。 

田んぼダム 水田が持っている洪水緩和機能を人為的に高め、大雨が降った時に雨水

を水田に一時的に貯留し、水田からのピーク流出量を抑制するもの。 

小さな拠点 小学校区など、複数の集落が散在する地域において、商店、診療所等の日

常生活に不可欠な施設や機能、地域活動を行う場を、歩いて動ける範囲に

集め、さらに周辺の各集落との間をコミュニティバスなどの交通手段に

より結んだ地域の拠点。 

た行 
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地区計画 地区レベルでのきめ細かなまちづくりを実現するため、都市計画法に基

づき定める計画。建築物の建築形態、公共施設の配置などからみて、一体

としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の街

区を整備、または開発及び保全するための都市計画。 

地区公園 公園を中心に半径 1km以内に住んでいる人が主に利用する公園で、4ha（ヘ

クタール）の面積を目安に配置する。 

中山間地域 農業地域類型区分のうち、中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域。 

中山間地域等直接支払制

度 

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に農用地を

維持・管理するための取り決め（協定）を締結して農業生産活動等を行う

場合に交付金を交付する制度。 

中枢中核都市 経済活動や住民生活などで、活力ある地域社会を維持するための拠点と

なる都市。東京、神奈川、千葉、埼玉の 4都県内や、市外への通勤者が多

く昼間人口が少ないベッドタウンなどを除き、政令指定都市や県庁所在

市、中核市などから選ばれている。 

長期優良住宅 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講

じられた優良な住宅のこと。長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を

作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を

受けることができる。 

超高齢社会 65歳以上の人口の割合が全人口の 21％以上を占めている社会。 

津波災害警戒区域 津波が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずる恐れがあ

り、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべ

きとして県が指定した区域 

低密度化 都市の低密度化。人口減少に伴い都市全体の人口密度や土地利用密度が

低下する現象。 

低未利用地 居住、業務その他の用途に使用されておらず、又は利用の程度がその周辺

の地域における同一の用途と比較すると著しく劣っている状態の土地。 

低未利用土地権利設定等

促進計画制度 

立地適正化計画の誘導区域を対象に、低未利用地の地権者等と利用希望

者とを行政が能動的にコーディネートし、所有権にこだわらず複数の土

地や建物に一括して利用権等を設定する計画を市町村が作成することが

できる制度。 

デマンドタクシー 利用者の自宅と指定された目的地の間を、ドアツードアで運行する予約

制の乗合タクシーのこと。 

特別用途地区 都市計画法第 8条第 1項第 2号に規定されている「地域地区」の一つで、

用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用

の増進、環境の保護等の特別の目的を実現するため当該用途地域の指定

を補完して定める地区。 

都市機能誘導区域 都市再生を図るため、医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能増進

施設の立地を誘導すべき区域として立地適正化計画で定められる区域。 
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都市計画道路 都市計画決定された道路のこと。事業化されていないものも含み、完成後

は道路法上の道路として管理される。 

都市計画法 都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることによって、国土の均衡ある

発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に、1968 年（昭和 43年）

に制定された法律。 

都市再生特別措置法 2002 年に制定された都市再生を図るための措置を定めた法律。都市再生

緊急整備地域の指定や民間都市再生事業計画の認定・支援、都市計画の特

例などが定められる。 

都市農業振興基本計画 都市農業振興基本法の規定に基づく、都市農業の振興に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するための計画。 

都市農業振興基本法 都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の多様な機能の発揮

を通じ、良好な都市環境の形成に資することを目的とした法律。 

土砂災害警戒区域 土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生ずるおそ

れがあると認められる区域で、土砂災害を防止するために警戒避難体制

を特に整備すべき土地の区域。 

土砂災害特別警戒区域 土砂災害が発生した場合に、建築物の損壊が生じ住民等の生命又は身体

に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域。 

都市緑地法 都市における緑地の保全や緑化の推進に関し必要なことを定めることに

より、良好な都市環境の形成を図り、健康で文化的な都市生活を確保する

ことを目的とした法律。 

都心地区 JR 長岡駅周辺の中心市街地から千秋が原・古正寺地区にかけての市街地

の通称（長岡市総合計画の位置づけ）。長岡市内の商業・業務・福祉・医

療など高度な都市機能が集積している地区。 

土地区画整理事業 不整形な土地を交換又は分合することにより、街区や区画を整理すると

同時に、道路、公園、上下水道などの公共施設を整備する開発手法の一

つ。 

 

 

NaDeC BASE 「市内 4 大学 1 高専の特色、専門性と企業家の技術、自由な発想を融合

し、新産業の創出と次代に対応する人材を育成する」ことを目的に、市内

の大学・高専と企業がコラボする拠点。 

NaDeCは、長岡（Nagaoka）の中心市街地を核として、4大学 1高専の位置

を線で結ぶと三角すい（Delta Cone）の形となることから、その頭文字を

取ったもの。 

な行 
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NAZE 2005 年 4 月に長岡地域のモノづくり産業の活性化を目的に、産業界が主

体となって設立された組織。地域内製造業を中心に、大学などの高等教育

機関、金融機関等により構成。 

新潟県にぎわいのあるま

ちづくりの推進に関する

条例 

2007年 12月に制定された、にぎわいのあるまちづくりの推進に向けて、

大規模集客施設の適正立地や一定規模以上の集客施設への地域貢献を促

す条例。 

二地域居住 都市部と農山漁村などの地方部に、同時に 2つの生活拠点を持つこと。 

農業経営基盤強化基本法 意欲ある農業者に対する農用地の利用集積、経営管理の合理化その他の

農業経営基盤の強化を促進するための「安心して農地を貸せる仕組み」、

「効率的かつ安定的な農業経営を育成するための仕組み」などの措置を

総合的に講ずるために整備された法律。 

農業振興地域 今後、相当期間（概ね 10年以上）にわたり、総合的に農業振興を図るべ

き地域。国の定める「農業振興地域整備基本指針」に基づいて都道府県知

事が指定する。 

農業振興地域整備計画 優良な農地を保全及び形成するとともに、農業振興のための各種施策を

総合的かつ計画的に実施するための計画。 

ノーマイカーデー 公共交通の利用を促進するとともに、地球温暖化の防止並びに日常生活

における健康増進などを図るため、通勤や外出の際に、自家用車の使用を

控え、公共交通機関や徒歩、自転車などの利用を促進する日。 

 

 

パーク PFI 民間事業者が都市公園内に飲食店・売店等を設置し、併せて当該施設から

生じる収益を活用して、公園施設の整備・改修等も行うこと。 

パークアンドライド 自宅から自家用車で最寄りの駅又はバス停まで行き、車を乗り換え、バス

や鉄道等の公共交通機関を利用して目的地に向かうこと。 

バリアフリー 高齢者や障害者等の日常の生活行動の制約をできる限り排除するため

の、身体機能の低下や障害等に配慮した設計・仕様のこと。住宅において

は、床の段差の解消、手すりの設置等がある。 

BCP（事業継続計画） 企業が自然災害、大火災などの緊急事態に遭遇した際に、事業資産の損害

を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能

とするため、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための

方法、手段などを取り決めておく計画のこと。 

は行 
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PPP/PFI PPPとは行政（Public）が行う各種行政サービスを、行政と民間（Private）

が連携（Partnership）し民間の持つ多種多様なノウハウ・技術を活用す

ることにより、行政サービスの向上、財政資金の効率的な使用、行政の業

務効率化等を図ろうとする考え方や概念のこと。PFI とは、Private 

Finance Initiativeの略で、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民

間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法のこと。 

非線引き区域 市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のこ

と。用途地域が定められている部分を「非線引き用途地域」、用途地域が

定められていない部分を「非線引き白地地域」と呼ぶ。 

ビッグデータ 事業に役立つ知見を導出するためのデータであり、典型的なデータベー

スソフトウェアを把握、蓄積、運用し、分析できる能力を超えたサイズの

データ。 

歩行者利便増進道路 歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図るとともに、快適な生

活環境の確保と地域の活力の創造に資する道路。歩行者利便増進道路に

指定されると、歩道等の中に歩行者の滞留・賑わい空間の整備が可能とな

り、カフェやベンチの設置など、占用制度が緩和される。 

 

 

MaaS ICTを活用して交通をクラウド化し、公共交通か否かや、その運営主体に

かかわらず、マイカー以外のすべての交通手段によるモビリティ（移動）

を 1つのサービスとしてとらえ、シームレスにつなぐ新たな「移動」の概

念。 

マイ・タイムライン 自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理し、取りまとめるも

の。 

まちなか居住区域 長岡市立地適正化計画で定める、利便性の良い公共交通があり、都市拠点

と連続していることで、歩いて暮らせる居住環境を維持していく区域 。

都市再生特別措置法第 81条第 2項第 2号の居住誘導区域に相当する。 

まちの駅 地域住民や来訪者が求める地域情報を提供する機能を備え、人と人の出

会いと交流を促進する施設。 

道の駅 道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地域住民のための「情報

発信機能」、「道の駅」をきっかけに活力ある地域づくりを共に行うため

の「地域の連携機能」、の 3つの機能を併せ持つ休憩施設。 

モビリティマネジメント 1 人 1 人のモビリティ（移動）が、社会的にも個人的にも望ましい方向

（過度な自動車利用から公共交通等を適切に利用する等）に変化するこ

とを促す、コミュニケーションを中心とした交通政策。 

 

  

ま行 
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UIJ ターン 都市部の居住者が地方へ移住する行動パターン（U ターン、I ターン、J

ターン）の総称。 

Uターン：大都市で生活している地方出身者が、出身地の地方に移住す

ること。 

Iターン：大都市に住んでいた人が、出身地とは異なる地方に移住する

こと。 

Jターン：大都市で生活している地方出身者が、出身地とは異なる地方

へ移住すること。 

遊休地 住宅や農地、駐車場などを始めとした用途で使われておらず、有効活用さ

れていないような土地のこと。 

YUBO 有償ボランティアの略。山古志エリアで、除雪の有償ボランティアを派遣

するための取組み。 

ユニバーサルデザイン すべての人のためにデザインすること。年齢や障がいの有無などにかか

わらず、できるだけ多くの人が利用できるように、製品、建物、空間をデ

ザインすること。 

用途地域 住宅地、商業地、工業地などが適正に配置された、合理的な土地利用を図

るために定める都市計画のひとつ。都市計画法に基づく用途地域は、住居

系が 8種類、商業系が 2種類、工業系が 3種類、計 13種類で区分されて

いる。用途地域が指定されることにより、具体的な建築制限がかかること

となり、都市計画ではこの仕組みを通じて、建築する場合の建物用途の混

在を防止し、良好な市街地の形成を図る。 

 

 

ライフスタイル 生活の様式・営み方。また、人生観・価値観・習慣などを含めた個人の生

き方。 

ライフステージ 人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期などのそれぞれの段

階。家族については新婚期・育児期・教育期・子独立期・老夫婦期などに

分けられる。 

ライフライン 電気、ガス、上・下水道、電話など、日常生活に欠かせない基盤となる施

設。 

ラダー型広域幹線道路網 長岡市の中央部を流れる信濃川を軸として、道路が「はしご（＝ラダー）

状」に配置されていること。 

ランドスケープ遺産 ランドスケープとは、人間と土地・自然との関わり方が眼に見える形で示

されている全体的な姿を指し、ランドスケープ遺産とは、地域らしさの維

持や形成に深くかかわる個性豊かなランドスケープなど、将来に向けて

継承したいものを指す。 

ランドバンク 空き地や空き家の管理・流通・再生を担う組織。 

や行 

ら行 
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ランドマーク 都市景観において、その地域の目印や象徴となる対象物のこと。 

リーマンショック 2008年 9月、米証券大手リーマン・ブラザーズが連邦破産法 11条（日本

の民事再生法に相当）適用を申請したことに端を発した世界的な金融危

機。 

リスクコミュニケーショ

ン 

リスクに関する正確な情報を、行政、専門家、企業、市民などの関係主体

間で共有し、相互に意思疎通を図ること。 

リダンダンシー 「冗長性」、「余剰」を意味する英語であり、都市計画上では、自然災害

等による障害発生時に、一部の区間の途絶や一部施設の破壊が全体の機

能不全につながらないよう、予め交通ネットワークやライフライン施設

を多重化したり、予備の手段を用意したりすること。 

立地適正化計画 居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能の誘導に

より、集約型のまちづくりを目指す、都市全域を見渡したマスタープラン

として位置づけられる計画。 

リノベーション 既存の建物を活かして、新たな機能・価値を生み出すこと。広い意味で

は、これからそこを使う人の使い方に合わせて、うまく使える姿に創り変

えること。 

リモートワーク ICT（情報通信技術）などを利用して、自宅など、職場以外の所で業務を

行うこと。 

ロードサイド 幹線道路など交通量の多い道に面していること。 
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